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 市内の公共交通の利便性を向上するため、市街地エリアにおいて、既存のデマ

ンド交通に、AI によって最適な配車を行う予約システムを導入した AI オンデマ

ンド交通「のるーとさんじょう」の運行を開始します。料金が一律 500 円とな

り、更に利用しやすくなります。 

 

【本件のポイント】 

●市街地エリアに、AI によって最適な配車を行う予約システムを導入した AI オ

ンデマンド交通「のるーとさんじょう」の運行を開始 

●これまでの乗車１時間前までの予約が不要となり、料金は一律 500 円に。今

後、エリアの拡大も検討 

●利用方法の説明会・相談会を各地で開催 

 

【本件の概要】 

１ 背景 

  大学の開学により学生数が増加していることに加え、令和６年３月には済

生会新潟県央基幹病院が開院するなど、更なる需要が見込まれています。 

  そこで、誰もが使いやすく、地域の活力を支える地域公共交通を目指して、

まずは市内の一部において AI オンデマンド交通を導入することとしました。 

 

２ これまでのデマンド交通について  

これまでのデマンド交通は、１時間前までの予約が必要で、タクシー車両を

利用していたため、タクシー業務が繁忙なときには配車に時間が掛かるといっ

たことがありました。また、利用料金は距離に応じたものでした。 

 

３ AI オンデマンド交通とは 

専用の車両による乗合い運行です。AI によって最適な配車を行う予約シス

テムを利用するため、迅速で効率的な配車ができる上、料金を低額で抑えるこ

とができます。これまで１時間前までとしていた予約は、アプリなどを通じて

24 時間いつでもできるようになります。（AI が予約状況に応じて最適なルー

トを策定しながら運行しますが、乗合いのため、車両の到着までに少しお待ち

いただくことがあります。） 

なお、市内 620 か所あるデマンド交通の停留所からほかの停留所までの運

行に変更はありません。 

 

４ 実施エリア 

市街地エリアに AI オンデマンド交通システムを導入 

一律 500 円で、更に利用しやすくなります 



 

 

  まずは市街地エリア内での運用を開始します。 

  市街地エリアは、市内中心部から、北は新光町、須頃、南は西中、東は東大

崎、篭場、西は上須頃、今井までです。 

 ※そのほかのエリアについては、今後拡大する予定です。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 ※デマンド交通の停留所は各エリアによって色が異なっており、AI オンデマ

ンド交通を導入する市街地エリアは赤色の停留所です。 

 

５ 運行について 

 (1) 運行開始日  10 月１日（日） 

 (2) 運行日・時間   

毎日午前８時から午後６時まで（１月１日～３日は運休します。） 

 (3) 車両・定員 

  ・ワンボックスカー 定員８人 

  ・ミニバン 定員６人 

 (4) 利用料金 一律 500 円 

  ※小学生以下は半額、アプリからの予約やおでかけパスの提示で 100 円引

き 

 

６ 利用方法の流れ 

 (1) 電話かスマホのアプリ、専用 LINE アカウントから予約します。 

 (2) 予約の時間に指定の停留所に行きます。 

 (3) 運転員に予約番号を伝え、利用料金を払って乗車します。 

 

７ 利用説明・相談会の開催 

市街地エリア内の停留所看板 



 

 

  今回導入する AI オンデマンド交通の利用方法や、地域の公共交通などにつ

いて個別に相談できます。申込みは不要です。開催時間内に会場にお越しくだ

さい。 

 (1) 大崎会館会場 

  ・８月 18 日（金）午後１時 30 分～４時 30 分 

・９月 15 日（金）午前９時～正午 

 (2) 大島公民館会場 

  ・８月 22 日（火）午前９時～正午 

・９月 25 日（月）午前９時～正午 

 (3) 中央公民館会場 

  ・８月 23 日（水）午前９時～正午 

・８月 24 日（木）午後３時 30 分～５時 30 分 

・９月 19 日（火）午前９時～正午 

(4) 三条東公民館会場 

・８月 28 日（月）午前９時～正午 

・９月 21 日（木）午後２時 30 分～５時 

(5) 本成寺公民館会場 

 ・８月 29 日（火）午前９時～正午 

・９月 22 日（金）午後１時 30 分～４時 30 分 

(6) 嵐南公民館会場 

 ・８月 30 日（水）午前９時～正午 

・９月 27 日（水）午前９時～正午 

  

８ その他  

市街地エリアからそれ以外のエリアへの移動や、市街地エリア以外の各エリ

アでの利用には、これまでのデマンド交通を引き続き利用できます。 

【問合せ】三条市地域公共交通協議会(三条市市民部 環境課内） 担当：星野 

電話：0256-34-5574 


